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   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、屋外広告物法（昭和２

４年法律第１８９号。以下「法」という。）

及び景観法（平成１６年法律第１１０号）

第８条第１項の規定により定めた日光市

景観計画（以下「景観計画」という。）の

規定に基づき、屋外広告物（以下「広告物」

という。）の表示及び広告物を掲出する物

件（以下「掲出物件」という。）の設置に

ついて必要な規制の基準を定めることに

より、良好な景観を形成し、若しくは風致

を維持し、又は公衆に対する危害を防止す

ることを目的とする。 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、日光市屋外広告物条例

（平成２１年日光市条例第９号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定める

ものとする。 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、日光市屋外広告物条例

（平成２１年日光市条例第９号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定める

ものとする。 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、日光市屋外広告物条例

（平成２１年日光市条例第９号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定める

ものとする。 

 （広告物のあり方） 

第２条 広告物又は掲出物件は、良好な景観

若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害

を及ぼすおそれのないものでなければな

らない。 

   

 （定義） 

第３条 この条例において使用する用語は、

特別の定めがある場合を除くほか、法にお

いて使用する用語の例による。 

   

第２章 広告物等の制限 

（禁止地域等） 

第４条 次に掲げる地域又は場所において

は、広告物を表示し、又は掲出物件を設置

   



してはならない。 

(１) 都市計画法（昭和４３年法律第１０

０号）第２章の規定により定められた第

１種低層住居専用地域、第２種低層住居

専用地域、第１種中高層住居専用地域、

第２種中高層住居専用地域、景観地区、

風致地区、特別緑地保全地区及び伝統的

建造物群保存地区（市長が指定する区域

を除く。） 

   

(２) 文化財保護法（昭和２５年法律第２

１４号）第２７条又は第７８条第１項の

規定により指定された文化財の周囲で、

市長が指定する範囲内にある地域、同法

第１０９条第１項若しくは第２項又は

第１１０条第１項の規定により指定さ

れ、又は仮指定された地域及び同法第１

４３条第２項に規定する条例の規定に

より市長が定める地域 

   

(３) 栃木県文化財保護条例（昭和３８年

栃木県条例第２０号）第４条第１項、第

２６条第１項及び第３１条第１項の規

定により指定された文化財の周囲で、市

長が指定する範囲内にある地域 

   

(４) 日光市文化財保護条例（平成１８年

日光市条例第１２１号）第４条の規定に

より指定された文化財の周辺で、市長が

指定する地域 

   

(５) 森林法（昭和２６年法律第２４９

号）第２５条第１項第１１号に掲げる目

的を達成するため指定された保安林の

ある地域のうちで、市長が指定する地域 

   

(６) 自然公園法（昭和３２年法律第１６

１号）第５条の規定により指定された国

立公園の区域 

   

(７) 栃木県立自然公園条例（昭和３３年

栃木県条例第１１号）第４条の規定によ

り指定された県立自然公園の区域 

   

(８) 自然環境保全法（昭和４７年法律第

８５号）第３章及び第４章の規定により

   



規定された原生自然環境保全地域及び

自然環境保全地域（市長の指定する区域

を除く。） 

(９) 自然環境の保全及び緑化に関する

条例（昭和４９年栃木県条例第５号）第

３章及び第４章の規定により指定され

た栃木県自然環境保全地域及び緑地環

境保全地域（市長が指定する区域を除

く。） 

   

(１０) 都市の美観風致を維持するため

の樹木の保存に関する法律（昭和３７年

法律第１４２号）第２条第１項の規定に

より指定された保存樹木のある地域 

   

 

(１１) 道路、鉄道、軌道又は索道の用地

（予定地を含む、以下「道路等用地」と

いう。）で、市長が指定する区間 

（屋外広告物掲出禁止区域等の指定） 

第２条 条例第４条第１項第１１号の規定に

より市長の指定する区間は、次に掲げる道路

又は鉄道の区間とする。 

(１) 一般国道１１９号の市域内全部の道路 

(２) 一般国道１２０号のうち、起点から群馬

県境までの道路 

(３) 一般国道１２１号のうち、鬼怒川右岸中

岩橋から福島県境まで、市道藤１００２号

線との交差点から日光市鬼怒川温泉滝１

４２番地先まで及び一般国道１１９号と

の交差点から鹿沼市境までの道路 

(４) 一般国道４００号のうち、一般国道１２

１号との交差点から那須塩原市境までの

道路 

(５) 県道藤原塩原線の起点から終点までの

道路 

(６) 県道川俣温泉川治線の起点から終点ま

での道路 

(７) 県道栗山日光線の起点から終点までの

道路 

(８) 東日本旅客鉄道日光線のうち、日光駅か

ら鹿沼市境までの鉄道 

(９) 東武鉄道日光線のうち、東武日光駅から

鹿沼市境までの鉄道 

(１０) 東武鉄道鬼怒川線及び野岩鉄道会津

鬼怒川線のうち、大谷向駅から福島県境ま

（屋外広告物掲出禁止区域等の指定） 

第２条 条例第４条第１項第１１号の規定に

より市長の指定する区間は、次に掲げる道路

又は鉄道の区間とする。 

(１) 一般国道１１９号の市域内全部の道路 

(２) 一般国道１２０号のうち、起点から群馬

県境までの道路 

(３) 一般国道１２１号のうち、鬼怒川右岸中

岩橋から福島県境まで、市道藤１００２号

線との交差点から日光市鬼怒川温泉滝１

４２番地先まで及び一般国道１１９号と

の交差点から鹿沼市境までの道路 

(４) 一般国道４００号のうち、一般国道１２

１号との交差点から那須塩原市境までの

道路 

(５) 県道藤原塩原線の起点から終点までの

道路 

(６) 県道川俣温泉川治線の起点から終点ま

での道路 

(７) 県道栗山日光線の起点から終点までの

道路 

(８) 東日本旅客鉄道日光線のうち、日光駅か

ら鹿沼市境までの鉄道 

(９) 東武鉄道日光線のうち、東武日光駅から

鹿沼市境までの鉄道 

(１０) 東武鉄道鬼怒川線及び野岩鉄道会津

鬼怒川線のうち、大谷向駅から福島県境ま

（屋外広告物掲出禁止区域等の指定） 

第２条 条例第４条第１項第１１号の規定に

より市長の指定する区間は、次に掲げる道路

又は鉄道の区間とする。 

(１) 一般国道１１９号の市域内全部の道路 

(２) 一般国道１２０号のうち、起点から群馬

県境までの道路 

(３) 一般国道１２１号のうち、鬼怒川右岸中

岩橋から福島県境まで、市道藤１００２号

線との交差点から日光市鬼怒川温泉滝１

４２番地先まで及び一般国道１１９号と

の交差点から鹿沼市境までの道路 

(４) 一般国道４００号のうち、一般国道１２

１号との交差点から那須塩原市境までの

道路 

(５) 県道藤原塩原線の起点から終点までの

道路 

(６) 県道川俣温泉川治線の起点から終点ま

での道路 

(７) 県道栗山日光線の起点から終点までの

道路 

(８) 東日本旅客鉄道日光線のうち、日光駅か

ら鹿沼市境までの鉄道 

(９) 東武鉄道日光線のうち、東武日光駅から

鹿沼市境までの鉄道 

(１０) 東武鉄道鬼怒川線及び野岩鉄道会津

鬼怒川線のうち、大谷向駅から福島県境ま



での鉄道 での鉄道 での鉄道 

(１２) 道路等用地に接続する地域で、市

長が指定する区間 

２ 条例第４条第１２号の規定により市長の

指定する区域は、前項各号に掲げる道路又は

鉄道の路端から両側それぞれ５００メート

ルの範囲内にある地域（都市計画法（昭和４

３年法律第１００号）第８条第１項第１号に

規定する用途地域（以下「用途地域」とい

う。）、家屋が３０個以上連続して存在する

区域（以下「家屋連続区域」という。）及び

停車場の区域（前項第８号から第１０号まで

に掲げる鉄道に限る。以下同じ。）を除く。）

とする。 

２ 条例第４条第１２号の規定により市長の

指定する区域は、前項各号に掲げる道路又は

鉄道の路端から両側それぞれ５００メート

ルの範囲内にある地域（都市計画法（昭和４

３年法律第１００号）第８条第１項第１号に

規定する用途地域（以下「用途地域」とい

う。）、家屋が３０個以上連続して存在する

区域（以下「家屋連続区域」という。）及び

停車場の区域（前項第８号から第１０号まで

に掲げる鉄道に限る。以下同じ。）を除く。）

とする。 

２ 条例第４条第１２号の規定により市長の

指定する区域は、前項各号に掲げる道路又は

鉄道の路端から両側それぞれ５００メート

ルの範囲内にある地域（都市計画法（昭和４

３年法律第１００号）第８条第１項第１号に

規定する用途地域（以下「用途地域」とい

う。）、家屋が３０個以上連続して存在する

区域（以下「家屋連続区域」という。）及び

停車場の区域（前項第８号から第１０号まで

に掲げる鉄道に限る。以下同じ。）を除く。）

とする。 

(１３) 都市公園法（昭和３１年法律第７

９号）第２条第１項に規定する都市公園

の区域 

   

(１４) 河川、湖沼、渓谷、高原、山及び

山岳並びにこれらの付近の地域で、市長

が指定する区域 

   

(１５) 公共用広場及び駐車場並びにこ

れらの付近の地域で、市長が指定する区

域 

３ 条例第４条第１５号の規定により市長の

指定する区域は、光徳駐車場（光徳集団施設

地区内）の区域とする。 

 ３ 条例第４条第１５号の規定により市長の

指定する区域は、光徳駐車場（光徳集団施設

地区内）の区域とする。 

 ３ 条例第４条第１５号の規定により市長の

指定する区域は、光徳駐車場（光徳集団施設

地区内）の区域とする。 

(１６) 官公署、学校、図書館、公会堂、

公民館、博物館、美術館、体育館、病院

及び公衆便所の建造物並びにその敷地 

   

(１７) 古墳及び墓地並びにこれらの周

囲の地域で、市長が指定する区域 

   

(１８) 社寺、教会及び火葬場の建造物並

びにその境域で、市長が指定する区域 

   

 （禁止物件） 

第５条 次に掲げる物件に広告物を表示し、

又は掲出物件を設置してはならない。 

   

(１) 橋りょう、トンネル、高架構造物及

び交通分離帯 

   

(２) 石垣、よう壁の類で、市長が指定す

るもの 

   

(３) 街路樹、路傍樹、並木及び都市の美

観風致を維持するための樹木の保存に

関する法律第２条第１項の規定により

   



指定された保存樹 

(４) 信号機、道路標識及び歩道柵、駒止

めの類並びに里程標の類 

   

 

(５) 電柱、街灯柱、その他電柱の類で、

市長が指定するもの 

（禁止物件等の指定） 

第３条 条例第５条第１項第５号の規定によ

り市長が指定する物件は、電柱、街灯柱、そ

の他電柱の類のうち前条第１項の各号に掲

げる道路及びその路傍にあるもの（用途地域

及び家屋連続区域にあるものを除く。）とす

る。 

（禁止物件等の指定） 

第３条 条例第５条第１項第５号の規定によ

り市長が指定する物件は、電柱、街灯柱、そ

の他電柱の類のうち前条第１項の各号に掲

げる道路及びその路傍にあるもの（用途地域

及び家屋連続区域にあるものを除く。）とす

る。 

（禁止物件等の指定） 

第３条 条例第５条第１項第５号の規定によ

り市長が指定する物件は、電柱、街灯柱、そ

の他電柱の類のうち前条第１項の各号に掲

げる道路及びその路傍にあるもの（用途地域

及び家屋連続区域にあるものを除く。）とす

る。 

(６) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐ

ら 

   

(７) 郵便ポスト、電話ボックス及び路上

変電塔 

   

(８) 送電塔、送受信塔及び照明塔    

(９) 煙突及びガスタンクの類    

(１０) 彫像、神仏像及び記念碑の類    

(１１) 日光市景観条例（平成２０年日光

市条例第１０号）第２７条第１項の規定

により指定された景観重要建造物及び

同条例第３０条第１項の規定により指

定された景観重要樹木 

   

２ 道路の路面には、広告物を表示してはな

らない。 

   

 （許可地域） 

第６条 第４条に掲げる地域又は場所以外

の地域（以下「許可地域」という。）にお

いて、広告物を表示し、又は掲出物件を設

置しようとする者は、規則で定めるところ

により、市長の許可を受けなければならな

い。 

（許可の基準） 

第４条 条例第６条の許可の基準は、別表第１

のとおりとする。 

（許可の申請等） 

第５条 条例第６条、第７条第６項、第９条第

４項から第６項まで又は第１０条第２項の

規定により許可を受けようとする者は、屋外

広告物許可申請書（様式第１号）正副２部に

次に掲げる書類を添付して、市長に提出しな

ければならない。 

 

 

 

(１) 広告物の形状等に関する図面 

（許可の基準） 

第４条 条例第６条の許可の基準は、別表第１

のとおりとする。 

（許可の申請等） 

第５条 条例第６条、第７条第６項、第９条第

４項から第６項まで又は第１０条第２項の

規定により許可を受けようとする者は、屋外

広告物許可申請書（様式第１号）正副２部に

次に掲げる書類（第２１条各号に掲げる広告

物（車両に表示される広告物を除く。）又は

掲出物件に係る許可を受けようとする者に

あっては、第４号に掲げる書類を除く。）を

添付して、市長に提出しなければならない。

(１) 広告物の形状等に関する図面 

（許可の基準） 

第４条 条例第６条の許可の基準は、別表第１

のとおりとする。 

（許可の申請等） 

第５条 条例第６条、第７条第６項、第９条第

４項から第６項まで又は第１０条第２項の

規定により許可を受けようとする者は、屋外

広告物許可申請書（様式第１号）正副２部に

次に掲げる書類（第２１条各号に掲げる広告

物（車両に表示される広告物を除く。）又は

掲出物件に係る許可を受けようとする者に

あっては、第４号に掲げる書類を除く。）を

添付して、市長に提出しなければならない。 

(１) 広告物の形状等に関する図面 



(２) 表示又は設置の場所の位置図及び平面

 図 

(３) 表示又は設置の場所の使用権を証する

書面 

(４) 屋外広告物講習会修了証明書等管理者

の資格を証する書面 

２ 前項の規定にかかわらず、条例第６条、条

例第７条第６項又は条例第１０条第２項の

規定により車両に表示される広告物につい

て許可を受けようとする者は、屋外広告物許

可申請書（車両広告物用）（様式第１号の２）

正副２部に次に掲げる書類を添付して、市長

に提出しなければならない。 

(１) 広告物の形状等に関する図面 

(２) 広告物を表示する車両の通行経路図 

(３) 広告物を表示する車両の使用権を証す

る書面 

(２) 表示又は設置の場所の位置図及び平面

 図 

(３) 表示又は設置の場所の使用権を証する

書面 

(４) 屋外広告物講習会修了証明書等管理者

の資格を証する書面 

２ 前項の規定にかかわらず、条例第６条、条

例第７条第６項又は条例第１０条第２項の

規定により車両に表示される広告物につい

て許可を受けようとする者は、屋外広告物許

可申請書（車両広告物用）（様式第１号の２）

正副２部に次に掲げる書類を添付して、市長

に提出しなければならない。 

(１) 広告物の形状等に関する図面 

(２) 広告物を表示する車両の通行経路図 

(３) 広告物を表示する車両の使用権を証す

る書面 

(２) 表示又は設置の場所の位置図及び平面

 図 

(３) 表示又は設置の場所の使用権を証する

書面 

(４) 屋外広告物講習会修了証明書等管理者

の資格を証する書面 

２ 前項の規定にかかわらず、条例第６条、条

例第７条第６項又は条例第１０条第２項の

規定により車両に表示される広告物につい

て許可を受けようとする者は、屋外広告物許

可申請書（車両広告物用）（様式第１号の２）

正副２部に次に掲げる書類を添付して、市長

に提出しなければならない。 

(１) 広告物の形状等に関する図面 

(２) 広告物を表示する車両の通行経路図 

(３) 広告物を表示する車両の使用権を証す

る書面 

２ 許可地域は、地域の特性等に応じて、次

の各号のとおり区分する。 

   

(１) 用途地域内において第４条に規定

する地域又は場所（以下「禁止地域」と

いう。）、を除く地域 市街地形成型地

域 

   

(２) 禁止地域及び市街地形成型地域を

除く地域のうち、市長が規則で指定する

地域 自然保全型沿線地域 

（許可地域の指定） 

第６条 条例第６条第２項第２号の規定に基

づき市長が指定する地域は、次に掲げる道路

及び当該道路の路端から両側それぞれ５０

０メートルの範囲内にある地域並びに第２

条第１項各号に掲げる道路の路端から両側

それぞれ５００メートルの範囲内にある地

域（家屋連続区域及び停車場の区域に限る。）

とする。 

(１) 一般国道１２１号のうち、大谷川左岸大

谷橋際から鬼怒川右岸中岩橋に達するま

で及び栗原地内一般国道１２１号との分

岐から柄倉地内を経て小佐越１―７番地

先市道藤１００２号線との交差点までの

道路 

(２) 一般国道１２２号のうち、細尾町地内一

般国道１２０号との分岐点から群馬県境

（許可地域の指定） 

第６条 条例第６条第２項第２号の規定に基

づき市長が指定する地域は、次に掲げる道路

及び当該道路の路端から両側それぞれ５０

０メートルの範囲内にある地域並びに第２

条第１項各号に掲げる道路の路端から両側

それぞれ５００メートルの範囲内にある地

域（家屋連続区域及び停車場の区域に限る。）

とする。 

(１) 一般国道１２１号のうち、大谷川左岸大

谷橋際から鬼怒川右岸中岩橋に達するま

で及び栗原地内一般国道１２１号との分

岐から柄倉地内を経て小佐越１―７番地

先市道藤１００２号線との交差点までの

道路 

(２) 一般国道１２２号のうち、細尾町地内一

般国道１２０号との分岐点から群馬県境

（許可地域の指定） 

第６条 条例第６条第２項第２号の規定に基

づき市長が指定する地域は、次に掲げる道路

及び当該道路の路端から両側それぞれ５０

０メートルの範囲内にある地域並びに第２

条第１項各号に掲げる道路の路端から両側

それぞれ５００メートルの範囲内にある地

域（家屋連続区域及び停車場の区域に限る。）

とする。 

(１) 一般国道１２１号のうち、大谷川左岸大

谷橋際から鬼怒川右岸中岩橋に達するま

で及び栗原地内一般国道１２１号との分

岐から柄倉地内を経て小佐越１―７番地

先市道藤１００２号線との交差点までの

道路 

(２) 一般国道１２２号のうち、細尾町地内一

般国道１２０号との分岐点から群馬県境



までの道路 

(３) 県道宇都宮船生高徳線のうち、塩谷町境

から一般国道１２１号との交差点までの

道路 

までの道路 

(３) 県道宇都宮船生高徳線のうち、塩谷町境

から一般国道１２１号との交差点までの

道路 

までの道路 

(３) 県道宇都宮船生高徳線のうち、塩谷町境

から一般国道１２１号との交差点までの

道路 

(３) 市長が規則により指定する地域の

うち、禁止地域、市街地形成型地域及び

自然保全型沿線地域を除いた地域 自

然保全型地域 

２ 条例第６条第２項第３号の規定に基づき

市長の指定する地域は、県道宇都宮船生高徳

線のうち、塩谷町境から一般国道１２１号と

の交差点までの道路、一般国道１２１号のう

ち同交差点から栗原地内中岩橋を経て芹沼

地内東武鉄道鬼怒川線の交差部までの道路、

東武鉄道鬼怒川線のうち同交差部から下今

市駅までの鉄道、東武鉄道日光線のうち下今

市駅から鹿沼市境までの鉄道を結んだ線か

ら西側の地域とする。 

２ 条例第６条第２項第３号の規定に基づき

市長の指定する地域は、県道宇都宮船生高徳

線のうち、塩谷町境から一般国道１２１号と

の交差点までの道路、一般国道１２１号のう

ち同交差点から栗原地内中岩橋を経て芹沼

地内東武鉄道鬼怒川線の交差部までの道路、

東武鉄道鬼怒川線のうち同交差部から下今

市駅までの鉄道、東武鉄道日光線のうち下今

市駅から鹿沼市境までの鉄道を結んだ線か

ら西側の地域とする。 

２ 条例第６条第２項第３号の規定に基づき

市長の指定する地域は、県道宇都宮船生高徳

線のうち、塩谷町境から一般国道１２１号と

の交差点までの道路、一般国道１２１号のう

ち同交差点から栗原地内中岩橋を経て芹沼

地内東武鉄道鬼怒川線の交差部までの道路、

東武鉄道鬼怒川線のうち同交差部から下今

市駅までの鉄道、東武鉄道日光線のうち下今

市駅から鹿沼市境までの鉄道を結んだ線か

ら西側の地域とする。 

(４) 禁止地域、市街地形成型地域、自然

保全型沿線地域及び自然保全型地域を

除く地域 田園調和型地域 

   

（景観保全型広告整備地区） 

第７条 市長は、第４条及び前条に規定する

地域又は場所で、良好な景観を保全するた

め良好な広告物又は掲出物件の新設、改修

等を図ることが特に必要な区域を、景観保

全型広告整備地区として指定することが

できる。 

（景観保全型広告整備地区の指定） 

第７条 条例第７条第１項の規定により市長

が定める景観保全型広告整備地区は、日光市

景観計画（以下、「景観計画」という。）で

定める景観計画重点区域とする。 

（景観保全型広告整備地区の指定） 

第７条 条例第７条第１項の規定により市長

が定める景観保全型広告整備地区は、日光市

景観計画（以下、「景観計画」という。）で

定める景観計画重点区域とする。 

（景観保全型広告整備地区の指定） 

第７条 条例第７条第１項の規定により市長

が定める景観保全型広告整備地区は、日光市

景観計画（以下、「景観計画」という。）で

定める景観計画重点区域とする。 

 

２ 市長は、景観保全型広告整備地区を指定

しようとするときは、当該景観保全型広告

整備地区における広告物の表示又は掲出

物件の設置に関する基本方針（以下「基本

方針」という。）を定めるものとする。 

（景観保全型広告整備地区における基本方

針） 

第８条 条例第７条第２項の規定による基本

方針は、景観計画第４章景観計画重点区域に

おける屋外広告物の表示等に関する行為の

制限に掲げる事項とする。ただし、鉄道車両

に表示される広告物については、別表第３に

定めるところによる。 

（景観保全型広告整備地区における基本方

針） 

第８条 条例第７条第２項の規定による基本

方針は、景観計画第４章景観計画重点区域に

おける屋外広告物の表示等に関する行為の

制限に掲げる事項とする。ただし、鉄道車両

に表示される広告物については、別表第３に

定めるところによる。 

（景観保全型広告整備地区における基本方

針） 

第８条 条例第７条第２項の規定による基本

方針は、景観計画第４章景観計画重点区域に

おける屋外広告物の表示等に関する行為の

制限に掲げる事項とする。ただし、鉄道車両

に表示される広告物については、別表第３に

定めるところによる。 

３ 前項の基本方針には、次に掲げる事項を

定めるものとする。 

   

(１) 広告物の表示及び掲出物件の設置

に関する基本構想 

   

(２) 広告物及び掲出物件の位置、形状、

面積、色彩、意匠その他表示の方法に関

する事項 

   



４ 市長は、基本方針を定め、又はこれを変

更したときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。 

２ 条例第７条第４項の規定による基本方針

の公表は、景観計画の縦覧に代えることがで

きる。 

２ 条例第７条第４項の規定による基本方針

の公表は、景観計画の縦覧に代えることがで

きる。 

２ 条例第７条第４項の規定による基本方針

の公表は、景観計画の縦覧に代えることがで

きる。 

５ 景観保全型広告整備地区において、広告

物を表示し、又は掲出物件を設置しようと

する者は、当該景観保全型広告整備地区に

係る基本方針に適合させなければならな

い。 

   

６ 景観保全型広告整備地区において、広告

物を表示し、又は掲出物件を設置しようと

する者は、規則で定めるところにより、市

長の許可を受けなければならない。 

※規則第５条第１項及び第２項を参照のこと。 ※規則第５条第１項及び第２項を参照のこと。 ※規則第５条第１項及び第２項を参照のこと。 

 （広告物協定地区） 

第８条 一定の区域内の土地、建築物及び工

作物の所有者又はこれらを使用する権利

を有する者（以下「土地所有者等」という。）

は、当該区域の景観を整備するため、当該

区域における広告物及び掲出物件に関す

る協定（以下「広告物協定」という。）を

締結し、当該広告物協定が適当である旨の

市長の認定を受けることができる。 

   

２ 広告物協定においては、次に掲げる事項

を定めるものとする。 

   

(１) 広告物協定の目的となる土地の区

域（以下「広告物協定地区」という。） 

   

(２) 広告物又は掲出物件の位置、形状、

面積、色彩、意匠その他表示の方法に関

する事項 

   

(３) 広告物協定の有効期間    

(４) その他広告物協定の実施に関する

事項 

   

３ 広告物協定に係る土地所有者等は、第１

項の認定を受けた広告物協定を変更しよ

うとする場合においては、その全員の合意

をもってその旨を定め、市長の認定を受け

なければならない。 

   

４ 市長は、第１項又は前項の認定をしたと

きは、当該認定を受けた広告物協定に係る

   



土地所有者等に対して技術的支援等を行

うよう努めなければならない。 

５ 広告物協定地区内の土地所有者等で当

該広告物協定に係る土地所有者等以外の

土地所有者等は、第１項又は第３項の認定

後いつでも、市長に対して書面でその意思

を表示することによって、当該広告物協定

に加わることができる。 

   

６ 市長は、第１項又は第３項の認定を受け

た広告物協定に係る広告物協定地区内に

おいて広告物等を表示し、又は掲出物件を

設置する者に対し、当該広告物協定地区内

の景観を整備するために必要な指導又は

助言をすることができる。 

   

７ 広告物協定に係る土地所有者等は、第１

項又は第３項の認定を受けた広告物協定

を廃止しようとする場合においては、その

過半数の合意をもってその旨を定め、市長

の認定を受けなければならない。 

   

 （適用除外） 

第９条 次に掲げる広告物又は掲出物件に

ついては、第４条から前条までの規定は、

適用しない。 

   

(１) 法令の規定により表示し、又は設置

する広告物又は掲出物件 

   

 

(２) 国又は地方公共団体が公共的目的

をもって表示し、又は設置する広告物又

は掲出物件で、規則で定める基準に適合

するもの 

（適用除外） 

第９条 条例第９条第１項第２号の規則で定

める基準は、次の各号に掲げる地域又は場所

の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとす

る。ただし、車両に表示される広告物につい

ては、別表第３に定めるところによる。 

(１) 条例第４条に規定する地域又は場所（同

条第６号及び第７号に規定する区域、同条

第１１号に規定する区間並びに同条第１

２号に規定する区域を除く。） 別表第１

自然保全型地域の欄に定める基準 

(２) 条例第４条第６号及び第７号に規定す

る区域（同条第１１号に規定する区間、同

条第１２号規定する区域及び都市計画法

（適用除外） 

第９条 条例第９条第１項第２号の規則で定

める基準は、次の各号に掲げる地域又は場所

の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとす

る。ただし、車両に表示される広告物につい

ては、別表第３に定めるところによる。 

(１) 条例第４条に規定する地域又は場所（同

条第６号及び第７号に規定する区域、同条

第１１号に規定する区間並びに同条第１

２号に規定する区域を除く。） 別表第１

自然保全型地域の欄に定める基準 

(２) 条例第４条第６号及び第７号に規定す

る区域（同条第１１号に規定する区間、同

条第１２号規定する区域及び都市計画法

（適用除外） 

第９条 条例第９条第１項第２号の規則で定

める基準は、次の各号に掲げる地域又は場所

の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとす

る。ただし、車両に表示される広告物につい

ては、別表第３に定めるところによる。 

(１) 条例第４条に規定する地域又は場所（同

条第６号及び第７号に規定する区域、同条

第１１号に規定する区間並びに同条第１

２号に規定する区域を除く。） 別表第１

自然保全型地域の欄に定める基準 

(２) 条例第４条第６号及び第７号に規定す

る区域（同条第１１号に規定する区間、同

条第１２号規定する区域及び都市計画法



（昭和４３年法律第１００号）第８条第１

項第１号に規定する用途地域（以下「用途

地域」という。）を除く。） 別表第２(１)

の欄に定める基準 

(３) 条例第４条第１１号に規定する区間及

び同条第１２号に規定する地域のうち、次

に掲げる区域 

ア 条例第４条第６号及び第７号に規定

する区域を除く区域 別表第１自然保

全型沿線地域の欄に定める基準 

イ 条例第４条第６号及び第７号に規定

する区域で、用途地域を除く区域別表第

２(２)の欄に定める基準 

(４) 用途地域（条例第４条第６号及び第７号

に規定する区域に限る。） 別表第２(３)

の欄に定める基準 

(５) 条例第６条に規定する地域 別表第１

に定める基準 

(６) 条例第７条に規定する地域 景観計画

第４章景観計画重点区域における屋外広

告物の表示等に関する行為の制限に掲げ

る基準 

（昭和４３年法律第１００号）第８条第１

項第１号に規定する用途地域（以下「用途

地域」という。）を除く。） 別表第２(１)

の欄に定める基準 

(３) 条例第４条第１１号に規定する区間及

び同条第１２号に規定する地域のうち、次

に掲げる区域 

ア 条例第４条第６号及び第７号に規定

する区域を除く区域 別表第１自然保

全型沿線地域の欄に定める基準 

イ 条例第４条第６号及び第７号に規定

する区域で、用途地域を除く区域別表第

２(２)の欄に定める基準 

(４) 用途地域（条例第４条第６号及び第７号

に規定する区域に限る。） 別表第２(３)

の欄に定める基準 

(５) 条例第６条に規定する地域 別表第１

に定める基準 

(６) 条例第７条に規定する地域 景観計画

第４章景観計画重点区域における屋外広

告物の表示等に関する行為の制限に掲げ

る基準 

（昭和４３年法律第１００号）第８条第１

項第１号に規定する用途地域（以下「用途

地域」という。）を除く。） 別表第２(１)

の欄に定める基準 

(３) 条例第４条第１１号に規定する区間及

び同条第１２号に規定する地域のうち、次

に掲げる区域 

ア 条例第４条第６号及び第７号に規定

する区域を除く区域 別表第１自然保

全型沿線地域の欄に定める基準 

イ 条例第４条第６号及び第７号に規定

する区域で、用途地域を除く区域別表第

２(２)の欄に定める基準 

(４) 用途地域（条例第４条第６号及び第７号

に規定する区域に限る。） 別表第２(３)

の欄に定める基準 

(５) 条例第６条に規定する地域 別表第１

に定める基準 

(６) 条例第７条に規定する地域 景観計画

第４章景観計画重点区域における屋外広

告物の表示等に関する行為の制限に掲げ

る基準 

(３) 公職選挙法（昭和２５年法律第１０

０号）の規定により選挙運動のため使用

するポスター、立札等又はこれらを掲出

する物件 

   

(４) 前各号に掲げるもののほか特に市

長が別に定めるもの 

２ 条例第９条第１項第４号の規定による広

告物又は掲出物件は、次のとおりとする。 

(１) 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９

４号）第６条の届出を経た政治団体、労働

組合、学校等が行う営利を目的としない会

合若しくは催物を周知させるため３０日

以内に限り表示し、若しくは設置する広告

物又は掲出物件で、屋外広告物表示（設置）

届出書（様式第２号）に次に掲げる書類を

添付して、市長に届け出たもの 

ア 広告物の形状等に関する図面 

イ 表示又は設置の場所の位置図及び平

面図 

ウ 表示又は設置の場所の使用権を証す

る書面 

２ 条例第９条第１項第４号の規定による広

告物又は掲出物件は、次のとおりとする。 

(１) 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９

４号）第６条の届出を経た政治団体、労働

組合、学校等が行う営利を目的としない会

合若しくは催物を周知させるため３０日

以内に限り表示し、若しくは設置する広告

物又は掲出物件で、屋外広告物表示（設置）

届出書（様式第２号）に次に掲げる書類を

添付して、市長に届け出たもの 

ア 広告物の形状等に関する図面 

イ 表示又は設置の場所の位置図及び平

面図 

ウ 表示又は設置の場所の使用権を証す

る書面 

２ 条例第９条第１項第４号の規定による広

告物又は掲出物件は、次のとおりとする。 

(１) 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９

４号）第６条の届出を経た政治団体、労働

組合、学校等が行う営利を目的としない会

合若しくは催物を周知させるため３０日

以内に限り表示し、若しくは設置する広告

物又は掲出物件で、屋外広告物表示（設置）

届出書（様式第２号）に次に掲げる書類を

添付して、市長に届け出たもの 

ア 広告物の形状等に関する図面 

イ 表示又は設置の場所の位置図及び平

面図 

ウ 表示又は設置の場所の使用権を証す

る書面 



(２) 公共的団体が公共的目的をもって表示

し、又は設置する広告物若しくは掲出物件

（次号に掲げるものを除く。）のうち前項

各号に規定する地域又は場所の区分に応

じ、それぞれ同項各号に定める基準に適合

するもので、屋外広告物表示（設置）届出

書（様式第２号）に次に掲げる書類を添付

して、市長に届け出たもの 

ア 広告物の形状等に関する図面 

イ 表示又は設置の場所の位置図及び平

面図 

ウ 表示又は設置の場所の使用権を証す

る書面 

(３) 公共的団体が公共的目的をもって車両

に表示する広告物のうち別表第３に定め

る基準に適合するもので、屋外広告物表示

届出書（車両広告物用）（様式第２号の２）

に次に掲げる書類を添付して、市長に届け

出たもの 

ア 広告物の形状等に関する図面 

イ 広告物を表示する車両の通行経路図 

ウ 広告物を表示する車両の使用権を証

する書面 

(４) 国、地方公共団体及び公共的団体が、観

光又は地域の振興を目的とする一定期間

の催物等において表示し、又は設置する広

告物又は掲出物件のうち、市の景観の形成

に関する計画、方針等に適合するもので、

屋外広告物表示（設置）届出書（催物等用）

（様式第２号の３）に次に掲げる書類を添

付して、市長に届け出たもの 

ア 広告物の形状等に関する図面 

イ 表示又は設置の場所の位置図及び平

面図 

ウ 表示又は設置の場所の使用権を証す

る書面 

エ 当該催物等の実施要領等 

(５) 国、地方公共団体及び公共的団体以外の

者が、観光又は地域の振興を目的とする一

定期間の催物等（国又は地方公共団体が開

催等を支援するものに限る。）において表

示し、又は設置する広告物又は掲出物件の

(２) 公共的団体が公共的目的をもって表示

し、又は設置する広告物若しくは掲出物件

（次号に掲げるものを除く。）のうち前項

各号に規定する地域又は場所の区分に応

じ、それぞれ同項各号に定める基準に適合

するもので、屋外広告物表示（設置）届出

書（様式第２号）に次に掲げる書類を添付

して、市長に届け出たもの 

ア 広告物の形状等に関する図面 

イ 表示又は設置の場所の位置図及び平

面図 

ウ 表示又は設置の場所の使用権を証す

る書面 

(３) 公共的団体が公共的目的をもって車両

に表示する広告物のうち別表第３に定め

る基準に適合するもので、屋外広告物表示

届出書（車両広告物用）（様式第２号の２）

に次に掲げる書類を添付して、市長に届け

出たもの 

ア 広告物の形状等に関する図面  

イ 広告物を表示する車両の通行経路図 

ウ 広告物を表示する車両の使用権を証

する書面 

(４) 国、地方公共団体及び公共的団体が、観

光又は地域の振興を目的とする一定期間

の催物等において表示し、又は設置する広

告物又は掲出物件のうち、市の景観の形成

に関する計画、方針等に適合するもので、

屋外広告物表示（設置）届出書（催物等用）

（様式第２号の３）に次に掲げる書類を添

付して、市長に届け出たもの 

ア 広告物の形状等に関する図面 

イ 表示又は設置の場所の位置図及び平

面図 

ウ 表示又は設置の場所の使用権を証す

る書面 

エ 当該催物等の実施要領等 

(５) 国、地方公共団体及び公共的団体以外の

者が、観光又は地域の振興を目的とする一

定期間の催物等（国又は地方公共団体が開

催等を支援するものに限る。）において表

示し、又は設置する広告物又は掲出物件の

(２) 公共的団体が公共的目的をもって表示

し、又は設置する広告物若しくは掲出物件

（次号に掲げるものを除く。）のうち前項

各号に規定する地域又は場所の区分に応

じ、それぞれ同項各号に定める基準に適合

するもので、屋外広告物表示（設置）届出

書（様式第２号）に次に掲げる書類を添付

して、市長に届け出たもの 

ア 広告物の形状等に関する図面 

イ 表示又は設置の場所の位置図及び平

面図 

ウ 表示又は設置の場所の使用権を証す

る書面 

(３) 公共的団体が公共的目的をもって車両

に表示する広告物のうち別表第３に定め

る基準に適合するもので、屋外広告物表示

届出書（車両広告物用）（様式第２号の２）

に次に掲げる書類を添付して、市長に届け

出たもの 

ア 広告物の形状等に関する図面  

イ 広告物を表示する車両の通行経路図 

ウ 広告物を表示する車両の使用権を証

する書面 

(４) 国、地方公共団体及び公共的団体が、観

光又は地域の振興を目的とする一定期間

の催物等において表示し、又は設置する広

告物又は掲出物件のうち、市の景観の形成

に関する計画、方針等に適合するもので、

屋外広告物表示（設置）届出書（催物等用）

（様式第２号の３）に次に掲げる書類を添

付して、市長に届け出たもの 

ア 広告物の形状等に関する図面 

イ 表示又は設置の場所の位置図及び平

面図 

ウ 表示又は設置の場所の使用権を証す

る書面 

エ 当該催物等の実施要領等 

(５) 国、地方公共団体及び公共的団体以外の

者が、観光又は地域の振興を目的とする一

定期間の催物等（国又は地方公共団体が開

催等を支援するものに限る。）において表

示し、又は設置する広告物又は掲出物件の



うち、市の景観の形成に関する計画、方針

等に適合するもので、屋外広告物表示（設

置）届出書（催物等用）（様式第２号の３）

に次に掲げる書類を添付して、市長に届け

出たもの 

ア 広告物の形状等に関する図面 

イ 表示又は設置の場所の位置図及び平

面図 

ウ 表示又は設置の場所の使用権を証す

る書面 

エ 当該催物等の実施要領等 

オ 当該催物等の実施に係る国又は地方

公共団体の開催の支援を証する書面 

(６) 地方の年中行事のため表示し、又は設置

する広告物若しくは掲出物件 

うち、市の景観の形成に関する計画、方針

等に適合するもので、屋外広告物表示（設

置）届出書（催物等用）（様式第２号の３）

に次に掲げる書類を添付して、市長に届け

出たもの 

ア 広告物の形状等に関する図面 

イ 表示又は設置の場所の位置図及び平

面図 

ウ 表示又は設置の場所の使用権を証す

る書面 

エ 当該催物等の実施要領等 

オ 当該催物等の実施に係る国又は地方

公共団体の開催の支援を証する書面 

(６) 地方の年中行事のため表示し、又は設置

する広告物若しくは掲出物件 

うち、市の景観の形成に関する計画、方針

等に適合するもので、屋外広告物表示（設

置）届出書（催物等用）（様式第２号の３）

に次に掲げる書類を添付して、市長に届け

出たもの 

ア 広告物の形状等に関する図面 

イ 表示又は設置の場所の位置図及び平

面図 

ウ 表示又は設置の場所の使用権を証す

る書面 

エ 当該催物等の実施要領等 

オ 当該催物等の実施に係る国又は地方

公共団体の開催の支援を証する書面 

(６) 地方の年中行事のため表示し、又は設置

する広告物若しくは掲出物件 

２ 次に掲げる広告物又は掲出物件につい

ては、第４条、第６条並びに第７条第５項

及び第６項の規定は、適用しない。 

   

(１) 自己の氏名、名称、店名若しくは商

標又は自己の事業若しくは営業内容（以

下「自己の営業内容等」という。）を表

示するため、自己の住所、事業所、営業

所若しくは作業場（以下「自己の営業所

等」という。）に表示し、又は設置する

広告物又は掲出物件で、規則で定める基

準に適合するもの 

３ 条例第９条第２項第１号の規則で定める

基準は、表示面積の合計が１０平方メートル

以内の特定商品名を誇張して表示しない広

告物又は掲出物件であり、かつ、第１項各号

に規定する地域又は場所の区分に応じ、それ

ぞれ同項各号に定める基準に適合するもの

とする。 

３ 条例第９条第２項第１号の規則で定める

基準は、表示面積の合計が１０平方メートル

以内の特定商品名を誇張して表示しない広

告物又は掲出物件であり、かつ、第１項各号

に規定する地域又は場所の区分に応じ、それ

ぞれ同項各号に定める基準に適合するもの

とする。 

３ 条例第９条第２項第１号の規則で定める

基準は、表示面積の合計が１０平方メートル

以内の特定商品名を誇張して表示しない広

告物又は掲出物件であり、かつ、第１項各号

に規定する地域又は場所の区分に応じ、それ

ぞれ同項各号に定める基準に適合するもの

とする。 

(２) 前号に掲げるもののほか、自己の管

理する土地物件に管理上の必要に基づ

き表示し、又は設置する広告物又は掲出

物件で、規則で定める基準に適合するも

の 

４ 条例第９条第２項第２号の規則で定める

基準は、表示面積０．５平方メートル以内の

広告物又は掲出物件であり、表示の方法がネ

オンサイン、イルミネーションその他光源を

用いる装置（以下「特殊装置」という。）に

よらないものであり、地上から上端までの高

さが１．５メートル以下のものとする。 

４ 条例第９条第２項第２号の規則で定める

基準は、表示面積０．５平方メートル以内の

広告物又は掲出物件であり、表示の方法がネ

オンサイン、イルミネーションその他光源を

用いる装置（以下「特殊装置」という。）に

よらないものであり、地上から上端までの高

さが１．５メートル以下のものとする。 

４ 条例第９条第２項第２号の規則で定める

基準は、表示面積０．５平方メートル以内の

広告物又は掲出物件であり、表示の方法がネ

オンサイン、イルミネーションその他光源を

用いる装置（以下「特殊装置」という。）に

よらないものであり、地上から上端までの高

さが１．５メートル以下のものとする。 

(３) 工事現場の仮囲い又はこれに類す

る物件に表示される広告物で、規則で定

める基準に適合するもの 

５ 条例第９条第２項第３号の規則で定める

基準は、営利を目的としない広告物であり、

かつ、周囲の景観に調和するものとする。 

５ 条例第９条第２項第３号の規則で定める

基準は、営利を目的としない広告物であり、

かつ、周囲の景観に調和するものとする。 

５ 条例第９条第２項第３号の規則で定める

基準は、営利を目的としない広告物であり、

かつ、周囲の景観に調和するものとする。 

(４) 冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的

に表示し、又は設置する広告物又は掲出

物件 

   



(５) 講演会、展覧会、音楽会等のため、

その会場の敷地内に表示し、又は設置す

る広告物又は掲出物件 

   

(６) 人、動物、車両又は船舶に表示され

る広告物で、規則で定める基準に適合す

るもの 

６ 条例第９条第２項第６号の規則で定める

基準は、次のとおりとする。 

(１) 人又は動物に表示される広告物にあっ

ては、表示面積０．５平方メートル以内で

あること。 

(２) 車両又は船舶に表示される広告物にあ

っては、１件につき縦０．５メートル以下、

横１メートル以下であり、一の車両又は船

舶につき３件以内であること。ただし、自

己の所有する車両又は船舶に自己の名称

等を表示する場合及び広告車に表示する

場合は、この限りでない。 

６ 条例第９条第２項第６号の規則で定める

基準は、次のとおりとする。 

(１) 人又は動物に表示される広告物にあっ

ては、表示面積０．５平方メートル以内で

あること。 

(２) 車両又は船舶に表示される広告物にあ

っては、１件につき縦０．５メートル以下、

横１メートル以下であり、一の車両又は船

舶につき３件以内であること。ただし、自

己の所有する車両又は船舶に自己の名称

等を表示する場合及び広告車に表示する

場合は、この限りでない。 

６ 条例第９条第２項第６号の規則で定める

基準は、次のとおりとする。 

(１) 人又は動物に表示される広告物にあっ

ては、表示面積０．５平方メートル以内で

あること。 

(２) 車両又は船舶に表示される広告物にあ

っては、１件につき縦０．５メートル以下、

横１メートル以下であり、一の車両又は船

舶につき３件以内であること。ただし、自

己の所有する車両又は船舶に自己の名称

等を表示する場合及び広告車に表示する

場合は、この限りでない。 

(７) 道路運送車両法（昭和２６年法律第

１８５号）に基づく登録を受けた自動車

でその使用の本拠の位置（当該登録に係

るものをいう。）が他の都道府県の区域

（地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２５２条の１９第１項の指定都市

（以下「指定都市」という。）、同法第

２５２条の２２第１項の中核市（以下

「中核市」という。）及び景観法第７条

第１項の景観行政団体である市町村（指

定都市及び中核市を除く。以下「景観行

政団体である市町村」という。）の区域

を除く。）又は指定都市、中核市若しく

は景観行政団体である市町村の区域内

に存するものに表示される広告物であ

って、当該広告物について適用される他

の都道府県、指定都市、中核市又は景観

行政団体である市町村の屋外広告物に

関する条例の規定に従って表示される

もの 

   

３ 次に掲げる広告物又は掲出物件につい

ては、第５条第１項の規定は適用しない。 

   

(１) 第５条第１項第２号、第８号、第９

号又は第１１号に掲げる物件にその所

有者又は管理者が自己の営業内容等を

７ 条例第９条第３項第１号の規則で定める

基準は、表示面積１０平方メートル以内であ

り、かつ、表示面が２面以内のものとする。 

７ 条例第９条第３項第１号の規則で定める

基準は、表示面積１０平方メートル以内であ

り、かつ、表示面が２面以内のものとする。

７ 条例第９条第３項第１号の規則で定める

基準は、表示面積１０平方メートル以内であ

り、かつ、表示面が２面以内のものとする。 



表示するための広告物で、規則で定める

基準に適合するもの 

(２) 前号に掲げるもののほか第５条第

１項各号に掲げる物件にその所有者又

は管理者が管理上の必要に基づき表示

する広告物 

   

(３) 前２号に掲げる広告物の掲出物件    

４ 自己の営業内容等を表示するため自己

の営業所等に表示し、又は設置する広告物

又は掲出物件で、第２項第１号に掲げるも

の以外のものについては、規則で定めると

ころにより市長の許可を受けて表示し、又

は設置する場合に限り、第４条の規定は適

用しない。 

８ 条例第９条第４項の許可の基準は、第１項

第１号又は第３号アに規定する地域又は場

所において、表示面積の合計が３０平方メー

トル以内の特定商品名を誇張して表示しな

い広告物又は掲出物件であり、かつ、当該地

域又は場所の区分に応じ、それぞれ同項第１

号又は第３号アに定める基準に適合するも

のであることとする。 

※規則第５条第１項を参照のこと。 

８ 条例第９条第４項の許可の基準は、第１項

第１号又は第３号アに規定する地域又は場

所において、表示面積の合計が３０平方メー

トル以内の特定商品名を誇張して表示しな

い広告物又は掲出物件であり、かつ、当該地

域又は場所の区分に応じ、それぞれ同項第１

号又は第３号アに定める基準に適合するも

のであることとする。 

※規則第５条第１項を参照のこと。 

８ 条例第９条第４項の許可の基準は、第１項

第１号又は第３号アに規定する地域又は場

所において、表示面積の合計が３０平方メー

トル以内の特定商品名を誇張して表示しな

い広告物又は掲出物件であり、かつ、当該地

域又は場所の区分に応じ、それぞれ同項第１

号又は第３号アに定める基準に適合するも

のであることとする。 

※規則第５条第１項を参照のこと。 

５ 自己の営業所等の所在を表示するため、

自己の営業所等以外の場所に表示し、又は

設置する広告物又は掲出物件については、

規則で定めるところにより市長の許可を

受けて表示し、又は設置する場合に限り、

第４条の規定は適用しない。 

９ 条例第９条第５項の許可の基準は、次のと

おりとする。 

(１) 自己の住所、事業所、営業所又は作業所

（以下「自己の営業所等」という。）の所

在を表示することが事業遂行上不可欠で

あると認められるものであること。 

(２) 高さは、地上から上端まで２メートル

（複数の者が共架する場合にあっては３

メートル）以下であること。 

(３) 規格は、１件につき横１メートル以下、

縦０．５メートル以下であること。 

(４) 表示面は、平面であり、かつ、表裏各１

面以内であること。 

(５) 位置は、自己の営業所等の所在地から３

キロメートル以内であり、かつ、自己の営

業所等の所在地へ効果的に案内すること

ができる道路の交差点から５メートル以

上５００メートル以内の範囲であること。 

(６) 材料は、青銅、木又は擬木であること。 

(７) 色彩は、青銅製にあっては着色しないも

のであり、木製又は擬木にあってはこげ茶

色であって、文字は白色又は黒色とし、発

光塗料を使用しないものであること。ただ

し、１面につき表示面の５分の１の範囲内

９ 条例第９条第５項の許可の基準は、次のと

おりとする。 

(１) 自己の住所、事業所、営業所又は作業所

（以下「自己の営業所等」という。）の所

在を表示することが事業遂行上不可欠で

あると認められるものであること。 

(２) 高さは、地上から上端まで２メートル

（複数の者が共架する場合にあっては３

メートル）以下であること。 

(３) 規格は、１件につき横１メートル以下、

縦０．５メートル以下であること。 

(４) 表示面は、平面であり、かつ、表裏各１

面以内であること。 

(５) 位置は、自己の営業所等の所在地から３

キロメートル以内であり、かつ、自己の営

業所等の所在地へ効果的に案内すること

ができる道路の交差点から５メートル以

上５００メートル以内の範囲であること。

(６) 材料は、青銅、木又は擬木であること。

(７) 色彩は、青銅製にあっては着色しないも

のであり、木製又は擬木にあってはこげ茶

色であって、文字は白色又は黒色とし、発

光塗料を使用しないものであること。ただ

し、１面につき表示面の５分の１の範囲内

９ 条例第９条第５項の許可の基準は、次のと

おりとする。 

(１) 自己の住所、事業所、営業所又は作業所

（以下「自己の営業所等」という。）の所

在を表示することが事業遂行上不可欠で

あると認められるものであること。 

(２) 高さは、地上から上端まで２メートル

（複数の者が共架する場合にあっては３

メートル）以下であること。 

(３) 規格は、１件につき横１メートル以下、

縦０．５メートル以下であること。 

(４) 表示面は、平面であり、かつ、表裏各１

面以内であること。 

(５) 位置は、自己の営業所等の所在地から３

キロメートル以内であり、かつ、自己の営

業所等の所在地へ効果的に案内すること

ができる道路の交差点から５メートル以

上５００メートル以内の範囲であること。 

(６) 材料は、青銅、木又は擬木であること。 

(７) 色彩は、青銅製にあっては着色しないも

のであり、木製又は擬木にあってはこげ茶

色であって、文字は白色又は黒色とし、発

光塗料を使用しないものであること。ただ

し、１面につき表示面の５分の１の範囲内



において、色彩の制限のない１の図柄（以

下「ワンポイントマーク」という。）を表

示することができる。 

(８) 件数は、広告物を掲出する者１者につき

おおむね３件以内であること。 

(９) 複数の者が共架する場合は、縦に５件ま

で共架することができる。 

(１０) 特殊装置を使用する場合は、間接照明

の方法によるものとし、光源が白色系であ

り、光源の点滅（光源の動き又は光源の輝

度の変化を含む。以下同じ。）を伴わない

ものであること。 

※規則第５条第１項を参照のこと。 

において、色彩の制限のない１の図柄（以

下「ワンポイントマーク」という。）を表

示することができる。 

(８) 件数は、広告物を掲出する者１者につき

おおむね３件以内であること。 

(９) 複数の者が共架する場合は、縦に５件ま

で共架することができる。 

(１０) 特殊装置を使用する場合は、間接照明

の方法によるものとし、光源が白色系であ

り、光源の点滅（光源の動き又は光源の輝

度の変化を含む。以下同じ。）を伴わない

ものであること。 

※規則第５条第１項を参照のこと。 

において、色彩の制限のない１の図柄（以

下「ワンポイントマーク」という。）を表

示することができる。 

(８) 件数は、広告物を掲出する者１者につき

おおむね３件以内であること。 

(９) 複数の者が共架する場合は、縦に５件ま

で共架することができる。 

(１０) 特殊装置を使用する場合は、間接照明

の方法によるものとし、光源が白色系であ

り、光源の点滅（光源の動き又は光源の輝

度の変化を含む。以下同じ。）を伴わない

ものであること。 

※規則第５条第１項を参照のこと。 

６ 道標、案内図板、その他公共的目的をも

った広告物若しくは公衆の利便に供する

ことを目的とする広告物又は掲出物件に

ついては、規則で定めるところにより市長

の許可を受けて表示し、又は設置する場合

に限り、第４条及び第５条の規定は適用し

ない。 

１０ 条例第９条第６項の許可の基準は、第１

項各号に規定する地域又は場所の区分に応

じ、それぞれ同項各号に定める基準に適合す

るものとする。ただし、景観保全上必要があ

ると市長が認めたときは、基準を緩和するこ

とができる。 

※規則第５条第１項を参照のこと。 

１０ 条例第９条第６項の許可の基準は、第１

項各号に規定する地域又は場所の区分に応

じ、それぞれ同項各号に定める基準に適合す

るものとする。ただし、景観保全上必要があ

ると市長が認めたときは、基準を緩和するこ

とができる。 

※規則第５条第１項を参照のこと。 

１０ 条例第９条第６項の許可の基準は、第１

項各号に規定する地域又は場所の区分に応

じ、それぞれ同項各号に定める基準に適合す

るものとする。ただし、景観保全上必要があ

ると市長が認めたときは、基準を緩和するこ

とができる。 

※規則第５条第１項を参照のこと。 

７ 公益上必要な施設又は物件に、規則で定

める基準に適合して寄贈者名簿を表示す

る場合においては、第４条から前条までの

規定は適用しない。 

１１ 条例第９条第７項の規則で定める基準

は、表示面積０．５平方メートル以内であり、

かつ、表示面が２面以内のものとする。 

１１ 条例第９条第７項の規則で定める基準

は、表示面積０．５平方メートル以内であり、

かつ、表示面が２面以内のものとする。 

１１ 条例第９条第７項の規則で定める基準

は、表示面積０．５平方メートル以内であり、

かつ、表示面が２面以内のものとする。 

 （適用除外の特例） 

第１０条 条例第９条第２項又は第３項に掲

げる広告物と、当該各項に該当しない商業広

告物を併用したときは、同条の規定は適用し

ない。 

（適用除外の特例） 

第１０条 条例第９条第２項又は第３項に掲

げる広告物と、当該各項に該当しない商業広

告物を併用したときは、同条の規定は適用し

ない。 

（適用除外の特例） 

第１０条 条例第９条第２項又は第３項に掲

げる広告物と、当該各項に該当しない商業広

告物を併用したときは、同条の規定は適用し

ない。 

 

第１０条 市長は、良好な景観の形成又は風

致の維持のため、市長が指定する場所又は

施設を利用して別に市長が定める規格に

従い表示される広告物については、第４条

及び第１４条第１項の規定の適用を除外

することができる。 

（市長が指定する場所又は施設） 

第１０条の２ 条例第１０条第１項の市長が

指定する場所又は施設は、鉄道の用地におい

て運行の用に供する鉄道車両とする。 

（適用除外の規格） 

第１０条の３ 条例第１０条第１項の市長が

定める規格は、別表第３に定めるとおりとす

る。 

（市長が指定する場所又は施設） 

第１０条の２ 条例第１０条第１項の市長が

指定する場所又は施設は、鉄道の用地におい

て運行の用に供する鉄道車両とする。 

（適用除外の規格） 

第１０条の３ 条例第１０条第１項の市長が

定める規格は、別表第３に定めるとおりとす

る。 

（市長が指定する場所又は施設） 

第１０条の２ 条例第１０条第１項の市長が

指定する場所又は施設は、鉄道の用地におい

て運行の用に供する鉄道車両とする。 

（適用除外の規格） 

第１０条の３ 条例第１０条第１項の市長が

定める規格は、別表第３に定めるとおりとす

る。 

２ 前項の適用の除外を受けようとする者

は、市長の許可を受けなければならない。 

※規則第５条第１項及び第２項を参照のこと。 ※規則第５条第１項及び第２項を参照のこと。 ※規則第５条第１項及び第２項を参照のこと。 



 （禁止広告物） 

第１１条 次に掲げる広告物又は掲出物件

を表示し、又は設置してはならない。 

   

(１) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等

のはく離したもの 

   

(２) 著しく破損し、又は老朽したもの    

(３) 倒壊又は落下のおそれのあるもの    

(４) 道路交通の安全を阻害するおそれ

のあるもの 

   

 （許可の期間及び条件） 

第１２条 市長は、第６条、第７条第６項、

第９条第４項から第６項まで又は第１０

条第２項の規定により許可をする場合に

おいては、許可期間を定めるほか良好な景

観を形成し、若しくは風致を維持し、又は

公衆に対する危害を防止するため必要な

条件を付することができる。 

（許可期間の基準） 

第１０条の４ 条例第１２条第１項の規定に

より許可期間を定める場合には、別表第４に

定める基準によるものとする。 

（許可期間の基準） 

第１０条の４ 条例第１２条第１項の規定に

より許可期間を定める場合には、別表第４に

定める基準によるものとする。 

（許可期間の基準） 

第１０条の４ 条例第１２条第１項の規定に

より許可期間を定める場合には、別表第４に

定める基準によるものとする。 

２ 前項の許可の期間は、３年を超えること

ができない。 

   

 

３ 市長は、申請に基づき許可の期間を更新

することができる。この場合においては、

前２項の規定を準用する。 

（更新の許可） 

第１１条 条例第１２条第３項の規定により

許可を受けようとする者は、屋外広告物更新

許可申請書（様式第３号）正副２部に広告物

又は掲出物件の写真を添付して、市長に提出

しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（更新の許可） 

第１１条 条例第１２条第３項の規定により許

可を受けようとする者は、屋外広告物更新許可

申請書（様式第３号）正副２部に広告物又は掲

出物件の写真を添付して、市長に提出しなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１１条 条例第１２条第３項の規定により許

可を受けようとする者は、屋外広告物更新許可

申請書（様式第３号）正副２部に次に掲げる写

真及び書類（第２１条各号に掲げる広告物（車

両に表示される広告物を除く。）又は掲出物件

に係る許可を受けようとする者にあっては、第

２号及び第３号に掲げる書類を除く。）を添付

して、市長に提出しなければならない。 

（１） 広告物又は掲出物件の本体、支持部、

取付部等の損傷、腐食その他の劣化の状況の

点検（以下「点検」という。）後に当該広告

物又は掲出物件を撮影した写真（点検により

異常が認められた広告物又は掲出物件にあ

っては、補修後に当該箇所を撮影したものを

含む。） 

（２） 次項の規定により点検を行った者が同

項各号のいずれかに該当する者であること

を証する書面 

（３） 屋外広告物安全点検報告書（様式第３

号の２） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の規定にかかわらず、条例第１２条第

３項の規定により車両に表示される広告物

について許可を受けようとする者は、屋外広

告物更新許可申請書（車両広告物用）（様式

第３号の２）正副２部に広告物の写真を添付

して、市長に提出しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の規定にかかわらず、条例第１２条第

３項の規定により車両に表示される広告物に

ついて許可を受けようとする者は、屋外広告物

更新許可申請書（車両広告物用）（様式第３号

の２）正副２部に広告物の写真を添付して、市

長に提出しなければならない。 

２ 前項の場合において、同項第３号に掲げる書

類は、同項の屋外広告物更新許可申請書を提出

する日前３箇月以内に次の各号のいずれかに

該当する者が点検を行い、作成したものでなけ

ればならない。 

（１） 条例第２８条第２項各号のいずれかに

該当する者 

（２）一般社団法人日本屋外広告業団体連合会

又は公益社団法人日本サイン協会が実施する

屋外広告物点検技能講習を修了した者 

３ 前２項の規定にかかわらず、条例第１２条

第３項の規定により車両に表示される広告物

について許可を受けようとする者は、屋外広告

物更新許可申請書（車両広告物用）（様式第３

号の３）正副２部に広告物の写真を添付して、

市長に提出しなければならない。 

 （変更等の許可） 

第１３条 第６条、第７条第６項、第９条第

４項から第６項まで又は第１０条第２項

の規定による許可を受けた者は、当該許可

に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は

改造しようとするときは、規則で定めると

ころにより市長の許可を受けなければな

らない。ただし、市長が規則で定める場合

は、この限りでない。 

（変更等の許可） 

第１２条 条例第１３条第１項の規定により

許可を受けようとする者は、屋外広告物変更

許可申請書（様式第４号）正副２部に次に掲

げる書類を添付して、市長に提出しなければ

ならない。 

 

 

 

(１) 広告物の形状等に関する図面 

(２) 表示又は設置の場所の位置図及び平面

  図 

(３) 表示又は設置の場所の使用権を証する

書面 

(４) 屋外広告物講習会修了証明書等管理者

の資格を証する書面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更等の許可） 

第１２条 条例第１３条第１項の規定により

許可を受けようとする者は、屋外広告物変更

許可申請書（様式第４号）正副２部に次に掲

げる書類（第２１条各号に掲げる広告物（車

両に表示される広告物を除く。）又は掲出物

件に係る許可を受けようとする者にあって

は、第４号に掲げる書類を除く。）を添付し

て、市長に提出しなければならない。 

(１) 広告物の形状等に関する図面 

(２) 表示又は設置の場所の位置図及び平面

  図 

(３) 表示又は設置の場所の使用権を証する

 書面 

(４) 屋外広告物講習会修了証明書等管理者

 の資格を証する書面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （変更等の許可） 

第１２条 条例第１３条第１項の規定により許

可を受けようとする者は、屋外広告物変更許可

申請書（様式第４号）正副２部に次に掲げる写

真及び書類（第２１条各号に掲げる広告物（車

両に表示される広告物を除く。）又は掲出物件

に係る許可を受けようとする者にあっては、第

４号、第６号及び第７号に掲げる書類を除く。）

を添付して、市長に提出しなければならない。 

(１) 広告物の形状等に関する図面 

(２) 表示又は設置の場所の位置図及び平面

   図 

(３) 表示又は設置の場所の使用権を証する

 書面 

(４) 屋外広告物講習会修了証明書等管理者

 の資格を証する書面 

（５） 点検後に当該広告物又は掲出物件を撮

影した写真（点検により異常が認められた

広告物又は掲出物件にあっては、補修後に

当該箇所を撮影したものを含む。） 

（６） 次項の規定により点検を行った者が同

項各号のいずれかに該当する者であるこ

とを証する書面 

（７） 屋外広告物安全点検報告書（様式第３

号の２） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の規定にかかわらず、条例第１３条 

第１項の規定により車両に表示される広告

物について許可を受けようとする者は、屋外

広告物変更許可申請書（車両広告物用）（様

式第４号の２）正副２部に次に掲げる書類を

添付して、市長に提出しなければならない。 

(１) 広告物の形状等に関する図面 

(２) 広告物を表示する車両の通行経路図 

（変更等の許可を要しない場合） 

第１３条 条例第１３条第１項ただし書の市

長が別に定める場合は、次のとおりとする。 

(１) 劇場、映画館等の常設の興行場において

興行を行う者が、興行内容を表示する広告

物を変更するとき。 

(２) 広告物又は掲出物件の補強、補修又は表

示内容を変更しない塗装等を行うとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、広告物の表

示内容の変更を行う場合であって、当該変

更が軽微なものであると認められるとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の規定にかかわらず、条例第１３条 

第１項の規定により車両に表示される広告

物について許可を受けようとする者は、屋外

広告物変更許可申請書（車両広告物用）（様

式第４号の２）正副２部に次に掲げる書類を

添付して、市長に提出しなければならない。

(１) 広告物の形状等に関する図面 

(２) 広告物を表示する車両の通行経路図 

（変更等の許可を要しない場合） 

第１３条 条例第１３条第１項ただし書の市

長が別に定める場合は、次のとおりとする。

(１) 劇場、映画館等の常設の興行場において

興行を行う者が、興行内容を表示する広告

物を変更するとき。 

(２) 広告物又は掲出物件の補強、補修又は表

示内容を変更しない塗装等を行うとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、広告物の表

示内容の変更を行う場合であって、当該変

更が軽微なものであると認められるとき。

２ 前項の場合において、同項第７号に掲げる

書類は、同項の屋外広告物変更許可申請書を

提出する日前３箇月以内に次の各号のいず

れかに該当する者が点検を行い、作成したも

のでなければならない。 

（１） 条例第２８条第２項各号のいずれかに

該当する者 

（２） 一般社団法人日本屋外広告業団体連合

会又は公益社団法人日本サイン協会が実

施する屋外広告物点検技能講習を修了し

た者 

３ 前２項の規定にかかわらず、条例第１３条

第１項の規定により車両に表示される広告

物について許可を受けようとする者は、屋外

広告物変更許可申請書（車両広告物用）（様

式第４号の２）正副２部に次に掲げる書類を

添付して、市長に提出しなければならない。 

(１) 広告物の形状等に関する図面 

(２) 広告物を表示する車両の通行経路図 

（変更等の許可を要しない場合） 

第１３条 条例第１３条第１項ただし書の市

長が別に定める場合は、次のとおりとする。 

(１) 劇場、映画館等の常設の興行場において

興行を行う者が、興行内容を表示する広告

物を変更するとき。 

(２) 広告物又は掲出物件の補強、補修又は表

示内容を変更しない塗装等を行うとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、広告物の表

示内容の変更を行う場合であって、当該変更

が軽微なものであると認められるとき。 

２ 市長は、前項の規定による許可をする場

合においては、良好な景観を形成し、若し

くは風致を維持し、又は公衆に対する危害

を防止するため必要な条件を付すること

ができる。 

   

 （許可の基準） 

第１４条 この条例の規定による広告物の

表示又は掲出物件の設置についての許可

の基準は、規則で定める。 

   

２ 市長は、広告物の表示又は掲出物件の設    



置が前項の基準に適合しない場合におい

て、やむを得ないと認めるときは、許可を

することができる。 

 （許可の表示） 

第１５条 この条例の規定による許可を受

けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出

物件に許可の証票を貼付しておかなけれ

ばならない。ただし、許可の押印を受けた

ものについては、この限りでない。 

（許可の証票の交付等） 

第１４条 市長は、条例第６条、条例第７条第

６項、条例第９条第４項から第６項まで、条

例第１０条第２項、条例第１２条第３項又は

条例第１３条第１項の許可をしたときは、第

５条第１項の屋外広告物許可申請書、同条第

２項の屋外広告物許可申請書（車両広告物

用）、第１１条第１項の屋外広告物更新許可

申請書、同条第２項の屋外広告物更新許可申

請書（車両広告物用）、第１２条第１項の屋

外広告物変更許可申請書又は同条第２項の

屋外広告物変更許可申請書（車両広告物用）

の副本に許可証印（様式第５号）を押印し、

許可の証票（様式第６号）を添え申請者に交

付する。ただし、はり紙等の広告物について

は、許可の証票に代え、許可印（様式第７号）

を押印するものとする。 

（許可の証票の貼付） 

第１５条 条例第１５条第１項の規定による

許可の証票の貼付は、許可を受けた広告物又

は掲出物件の見やすいところに表示して行

うものとする。 

（許可の証票の交付等） 

第１４条 市長は、条例第６条、条例第７条第

６項、条例第９条第４項から第６項まで、条

例第１０条第２項、条例第１２条第３項又は

条例第１３条第１項の許可をしたときは、第

５条第１項の屋外広告物許可申請書、同条第

２項の屋外広告物許可申請書（車両広告物

用）、第１１条第１項の屋外広告物更新許可

申請書、同条第２項の屋外広告物更新許可申

請書（車両広告物用）、第１２条第１項の屋

外広告物変更許可申請書又は同条第２項の

屋外広告物変更許可申請書（車両広告物用）

の副本に許可証印（様式第５号）を押印し、

許可の証票（様式第６号）を添え申請者に交

付する。ただし、はり紙等の広告物について

は、許可の証票に代え、許可印（様式第７号）

を押印するものとする。 

（許可の証票の貼付） 

第１５条 条例第１５条第１項の規定による

許可の証票の貼付は、許可を受けた広告物又

は掲出物件の見やすいところに表示して行

うものとする。 

（許可の証票の交付等） 

第１４条 市長は、条例第６条、条例第７条第

６項、条例第９条第４項から第６項まで、条

例第１０条第２項、条例第１２条第３項又は

条例第１３条第１項の許可をしたときは、第

５条第１項の屋外広告物許可申請書、同条第

２項の屋外広告物許可申請書（車両広告物

用）、第１１条第１項の屋外広告物更新許可

申請書、同条第２項の屋外広告物更新許可申

請書（車両広告物用）、第１２条第１項の屋

外広告物変更許可申請書又は同条第２項の

屋外広告物変更許可申請書（車両広告物用）

の副本に許可証印（様式第５号）を押印し、

許可の証票（様式第６号）を添え申請者に交

付する。ただし、はり紙等の広告物について

は、許可の証票に代え、許可印（様式第７号）

を押印するものとする。 

（許可の証票の貼付） 

第１５条 条例第１５条第１項の規定による

許可の証票の貼付は、許可を受けた広告物又

は掲出物件の見やすいところに表示して行

うものとする。 

２ 前項の許可の証票又は許可の押印は、許

可の期限を明示したものでなければなら

ない。 

   

 （管理義務） 

第１６条 広告物を表示し、若しくは掲出物

件を設置する者又はこれらを管理する者

は、当該広告物又は掲出物件に関して、補

修その他必要な管理を怠らないようにし、

良好な状態に保持しなければならない。 

   

 （遵守事項） 

第１６条 広告物又は掲出物件の表示又は設

置について、条例及びこの規則の規定により

許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守し

なければならない。 

(１) はり紙を表示する場合は、許可に係るは

（遵守事項） 

第１６条 広告物又は掲出物件の表示又は設

置について、条例及びこの規則の規定により

許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守し

なければならない。 

(１) はり紙を表示する場合は、許可に係るは

（遵守事項） 

第１６条 広告物又は掲出物件の表示又は設

置について、条例及びこの規則の規定により

許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守し

なければならない。 

(１) はり紙を表示する場合は、許可に係るは



り紙を同一物件に連続して表示しないこ

ととし、かつ、はり紙のみを掲出する目的

で設置された物件に表示する場合を除き、

容易に除却し得る方法で表示し、直接のり

付けをしないこと。 

(２) はり札及び立看板を表示する場合は、許

可に係るはり札及び立看板を同一物件に

連続して表示しないこと。 

(３) 電柱等に袖看板を設置する場合は、次に

掲げるところによること。 

ア 同一物件につき１個の袖看板のみを

設置すること。 

イ 歩道の中央から車道寄りの部分又は

車道に設置された電柱等に袖看板を設

置する場合は、袖看板を当該道路の外側

に向けること。 

(４) アドバルーンにより広告物を表示する

場合は、次に掲げるところによること。 

ア 広告物を表示する布片は、添架装置の

 主綱に固着させること。 

イ 常時監視員を置き、危害防止のため監

視させること。 

ウ 風速５メートル以上の強風の時は、ア

 ドバルーンを掲揚しないこと。 

り紙を同一物件に連続して表示しないこ

ととし、かつ、はり紙のみを掲出する目的

で設置された物件に表示する場合を除き、

容易に除却し得る方法で表示し、直接のり

付けをしないこと。 

(２) はり札及び立看板を表示する場合は、許

可に係るはり札及び立看板を同一物件に

連続して表示しないこと。 

(３) 電柱等に袖看板を設置する場合は、次に

掲げるところによること。 

ア 同一物件につき１個の袖看板のみを

設置すること。 

イ 歩道の中央から車道寄りの部分又は

車道に設置された電柱等に袖看板を設

置する場合は、袖看板を当該道路の外側

に向けること。 

(４) アドバルーンにより広告物を表示する

場合は、次に掲げるところによること。 

ア 広告物を表示する布片は、添架装置の主

綱に固着させること。 

イ 常時監視員を置き、危害防止のため監視

させること。 

ウ 風速５メートル以上の強風の時は、アド

バルーンを掲揚しないこと。 

り紙を同一物件に連続して表示しないこ

ととし、かつ、はり紙のみを掲出する目的

で設置された物件に表示する場合を除き、

容易に除却し得る方法で表示し、直接のり

付けをしないこと。 

(２) はり札及び立看板を表示する場合は、許

可に係るはり札及び立看板を同一物件に

連続して表示しないこと。 

(３) 電柱等に袖看板を設置する場合は、次に

掲げるところによること。 

ア 同一物件につき１個の袖看板のみを

設置すること。 

イ 歩道の中央から車道寄りの部分又は

車道に設置された電柱等に袖看板を設

置する場合は、袖看板を当該道路の外側

に向けること。 

(４) アドバルーンにより広告物を表示する

場合は、次に掲げるところによること。 

ア 広告物を表示する布片は、添架装置の主

綱に固着させること。 

イ 常時監視員を置き、危害防止のため監視

させること。 

ウ 風速５メートル以上の強風の時は、アド

バルーンを掲揚しないこと。 

 （除却の義務） 

第１７条 広告物を表示し、又は掲出物件を

設置する者は、許可の期間が満了したと

き、若しくは第１９条の規定により許可が

取り消されたとき、又は広告物の表示若し

くは掲出物件の設置が必要でなくなった

ときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物

件を除却しなければならない。 

   

 

２ この条例の規定による許可に係る広告

物又は掲出物件を除却した者は、遅滞な

く、規則で定めるところにより、その旨を

市長に届け出なければならない。 

（除却の届出） 

第１７条 条例第１７条第２項の規定により

届出をしようとする者は、屋外広告物除却届

出書（様式第８号）に除却後の表示又は設置

の場所の写真を添付して、市長に提出しなけ

ればならない。 

（除却の届出） 

第１７条 条例第１７条第２項の規定により

届出をしようとする者は、屋外広告物除却届

出書（様式第８号）に除却後の表示又は設置

の場所の写真を添付して、市長に提出しなけ

ればならない。 

（除却の届出） 

第１７条 条例第１７条第２項の規定により

届出をしようとする者は、屋外広告物除却届

出書（様式第８号）に除却後の表示又は設置

の場所の写真を添付して、市長に提出しなけ

ればならない。 

   第３章 監督 

 （違反に対する措置） 

   



第１８条 市長は、この条例の規定又はこの

条例の規定に基づく許可に付した条件に

違反した広告物又は掲出物件については、

当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物

件を設置し、又はこれらを管理する者に対

し、当該広告物又は掲出物件の表示若しく

は設置の停止を命じ、又は５日以上の期限

を定めて、当該広告物又は掲出物件の除却

その他良好な景観を形成し、若しくは風致

を維持し、又は公衆に対する危害を防止す

るために必要な措置を命ずることができ

る。 

２ 市長は、前項の規定による措置を命じよ

うとする場合において、当該広告物を表示

し、若しくは当該掲出物件を設置し、又は

これらを管理する者を過失がなくて確知

することができないときは、これらの措置

を自ら行い、又はその命じた者若しくは委

任した者に行わせることができる。 

   

３ 前項の規定により掲出物件を除却する

場合においては、５日以上の期限を定め

て、その期限までにこれを除却すべき旨

を、及びその期限までに除却しないとき

は、自ら又はその命じた者若しくは委任し

た者が除却する旨を公告するものとする。 

   

 （許可の取消し） 

第１９条 市長は、この条例の規定による許

可を受けた者が次の各号のいずれかに該

当するときは、許可を取り消すことができ

る。 

   

(１) 第１２条第１項（同条第３項におい

て準用する場合を含む。）又は第１３条

第２項の規定による許可の条件に違反

したとき。 

   

(２) 第１３条第１項の規定に違反した

とき。 

   

(３) 前条の規定による市長の命令に違

反したとき。 

   

(４) 虚偽の申請その他不正手段により    



許可を受けたとき。 

 （広告物又は掲出物件を保管した場合の公

示事項） 

第２０条 法第８条第２項に規定する条例

で定める事項は、次に掲げるものとする。 

   

(１) 保管した広告物又は掲出物件の名

称又は種類及び数量 

   

(２) 保管した広告物又は掲出物件の放

置されていた場所及び当該広告物又は

掲出物件を除去した日時 

   

(３) 当該広告物又は掲出物件の保管を

始めた日時及び保管の場所 

   

(４) 前３号に掲げるもののほか、保管し

た広告物又は掲出物件を返還するため

必要と認められる事項 

   

 （広告物又は掲出物件を保管した場合の公

示の方法） 

第２１条 法第８条第２項の規定による公

示は、次に掲げる方法により行うものとす

る。 

   

(１) 前条各号に掲げる事項を、保管を始

めた日から１４日間（法第８条第３項第

１号に規定する広告物にあっては、２日

間）公告する。 

   

(２) 法第８条第３項第２号に規定する

広告物又は掲出物件については、前号の

公告の期間が満了しても、なお当該広告

物又は掲出物件の所有者、占用者その他

当該広告物又は掲出物件について権原

を有する者（以下「所有者等」という。）

の氏名及び住所を知ることができない

ときは、その公告の期間を延長し３月と

する。 

   

２ 市長は、前項に規定する方法による公示

を行うとともに、保管した広告物又は掲出

物件の一覧簿を規則で定めるところによ

り閲覧に供するものとする。 

（保管した広告物又は掲出物件の一覧簿） 

第１８条 条例第２１条第２項の保管した広

告物又は掲出物件の一覧簿を閲覧に供する

場所は、市役所都市計画課とし、その閲覧時

間は、市役所の執務時間とする。 

（保管した広告物又は掲出物件の一覧簿） 

第１８条 条例第２１条第２項の保管した広

告物又は掲出物件の一覧簿を閲覧に供する

場所は、市役所都市計画課とし、その閲覧時

間は、市役所の執務時間とする。 

（保管した広告物又は掲出物件の一覧簿） 

第１８条 条例第２１条第２項の保管した広

告物又は掲出物件の一覧簿を閲覧に供する

場所は、市役所都市計画課とし、その閲覧時

間は、市役所の執務時間とする。 



２ 前項の保管した広告物又は掲出物件の一

覧簿は、様式第９号によるものとする。 

２ 前項の保管した広告物又は掲出物件の一

覧簿は、様式第９号によるものとする。 

２ 前項の保管した広告物又は掲出物件の一

覧簿は、様式第９号によるものとする。 

 （広告物又は掲出物件の価額の評価の方

法） 

第２２条 法第８条第３項の規定による広

告物又は掲出物件の価額の評価は、当該広

告物又は掲出物件の購入又は製作に要す

る費用、使用年数、損耗の程度その他当該

広告物又は掲出物件の価額の評価に関す

る事情を勘案してするものとする。この場

合において、市長は、必要があると認める

ときは、広告物又は掲出物件の価額の評価

に関し専門的知識を有する者の意見を聴

くことができる。 

   

 （保管した広告物又は掲出物件を売却する

場合の方法） 

第２３条 法第８条第３項の規定による保

管した広告物又は掲出物件の売却は、競争

入札に付して行うものとする。ただし、競

争入札に付しても、なお入札者がない広告

物又は掲出物件、その他競争入札に付する

ことが適当でないと認められる広告物又

は掲出物件については、随意契約により売

却することができる。 

（保管した広告物又は掲出物件を売却する

場合の手続） 

第１９条 条例第２３条の規定による保管し

た広告物又は掲出物件の売却に関する手続

は、日光市財務規則（平成１８年日光市規則

第５８号）の例による。 

（保管した広告物又は掲出物件を売却する

場合の手続） 

第１９条 条例第２３条の規定による保管し

た広告物又は掲出物件の売却に関する手続

は、日光市財務規則（平成１８年日光市規則

第５８号）の例による。 

（保管した広告物又は掲出物件を売却する

場合の手続） 

第１９条 条例第２３条の規定による保管し

た広告物又は掲出物件の売却に関する手続

は、日光市財務規則（平成１８年日光市規則

第５８号）の例による。 

（法第８条第３項各号の条例で定める期

間） 

第２４条 法第８条第３項各号で定める期

間は、次のとおりとする。 

   

(１) 法第７条第４項の規定により除却

された広告物又は掲出物件の場合は、公

告の日から２日とする。 

   

(２) 特に貴重な広告物又は掲出物件の

場合は、公告の日から３月とする。 

   

(３) 前２号に掲げる以外の広告物又は

掲出物件の場合は、公告の日から１４日

とする。 

   

 （広告物又は掲出物件を返還する場合の手

続） 

第２５条 市長は、保管した広告物又は掲出

   



物件（法第８条第３項の規定により売却し

た代金を含む。）を所有者等に返還すると

きは、返還を受ける者にその氏名及び住所

を証するに足りる書類を掲示させる等の

方法によって、その者が当該広告物又は掲

出物件の返還を受けるべき所有者等であ

ることを証明させ、受領書と引換えに返還

するものとする。 

２ 返還と引換えに発行する受領書の様式

は、規則で別に定める。 

（広告物又は掲出物件の返還に係る受領書） 

第２０条 条例第２５条第２項の受領書は、様

式第１０号によるものとする。 

（広告物又は掲出物件の返還に係る受領書）

第２０条 条例第２５条第２項の受領書は、様

式第１０号によるものとする。 

（広告物又は掲出物件の返還に係る受領書） 

第２０条 条例第２５条第２項の受領書は、様

式第１０号によるものとする。 

 （報告及び検査） 

第２６条 市長は、この条例の施行に必要な

限度において、広告物を表示し、若しくは

掲出物件を設置する者若しくはこれらを

管理する者から報告若しくは資料の提出

を求め、又はその職員をして、広告物若し

くは掲出物件の存する土地若しくは建物

に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検

査させることができる。 

   

２ 前項の規定により立入検査をする職員

は、その身分を示す証明書を携帯し、関係

者の請求があったときは、これを提示しな

ければならない。 

   

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、

犯罪捜査のために認められたものと解釈

してはならない。 

   

 （処分、手続等の効力の承継） 

第２７条 広告物を表示し、若しくは掲出物

件を設置する者又はこれらを管理する者

について変更があった場合においては、こ

の条例又はこの条例に基づく規則により

従前のこれらの者がした手続その他の行

為は、新たにこれらの者となった者がした

ものとみなし、従前のこれらの者に対して

した処分、手続その他の行為は、新たにこ

れらの者となったものに対してしたもの

とみなす。 

   

 （管理者の設置） （管理者の設置を要しない広告物又は掲出 （管理者の設置を要しない広告物又は掲出物 （管理者の設置を要しない広告物又は掲出物



第２８条 この条例の規定による許可に係

る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置

する者は、これらを管理する者を置かなけ

ればならない。ただし、規則で定める広告

物又は掲出物件については、この限りでな

い。 

物件） 

第２１条 条例第２８条第１項ただし書の規

則で定める広告物又は掲出物件は、次のとお

りとする。 

(１) 置看板 

(２) のぼり旗 

(３) はり紙 

(４) はり札 

(５) 広告幕 

(６) 車両又は船舶に表示される広告物 

件） 

第２１条 条例第２８条第１項ただし書の規

則で定める広告物又は掲出物件は、次のとお

りとする。 

(１) 置看板 

(２) のぼり旗 

(３) はり紙 

(４) はり札 

(５) 広告幕 

(６) 車両又は船舶に表示される広告物 

件） 

第２１条 条例第２８条第１項ただし書の規

則で定める広告物又は掲出物件は、次のとお

りとする。 

(１) 置看板 

(２) のぼり旗 

(３) はり紙 

(４) はり札 

(５) 広告幕 

(６) 車両又は船舶に表示される広告物 

２ 前項の管理する者は、次の各号のいずれ

かに該当する者でなければならない。 

   

(１) 法第１０条第２項第３号イに規定

する登録試験機関が広告物の表示及び

掲出物件の設置に関し必要な知識につ

いて行う試験に合格した者 

   

(２) 広告物の表示及び掲出物件の設置

に関し必要な知識を習得させることを

目的として、栃木県あるいは他の都道府

県、指定都市又は中核市が行う講習会の

課程を修了した者 

   

(３) 広告美術仕上げについて、職業能力

開発促進法（昭和４４年法律第６４号）

による職業訓練指導員免許を受けた者、

技能検定に合格した者又は職業訓練を

修了した者 

   

 

(４) 市長が、規則で定めるところによ

り、前各号に掲げる者と同等以上の知識

を有するものと認定した者 

（管理者の認定基準） 

第２２条 条例第２８条第２項第４号の規定

により認定を受けようとする者は、管理者資

格認定申請書（様式第１１号）に次項第１号

に規定する者であることを証する書面を添

付して、市長に提出しなければならない。 

２ 条例第２８条第２項第４号の規則で定め

る認定は、次の各号のいずれにも該当する者

について行うものとする。 

(１) 営業所における広告物の表示又は掲出

物件の設置業務の責任者として、通算５年

以上の実務経験を有する者 

(２) 過去５年間に広告物に関する法令に違

反の事実がない者 

（管理者の認定基準） 

第２２条 条例第２８条第２項第４号の規定

により認定を受けようとする者は、管理者資

格認定申請書（様式第１１号）に次項第１号

に規定する者であることを証する書面を添

付して、市長に提出しなければならない。 

２ 条例第２８条第２項第４号の規則で定め

る認定は、次の各号のいずれにも該当する者

について行うものとする。 

(１) 営業所における広告物の表示又は掲出

物件の設置業務の責任者として、通算５年

以上の実務経験を有する者 

(２) 過去５年間に広告物に関する法令に違

反の事実がない者 

（管理者の認定基準） 

第２２条 条例第２８条第２項第４号の規定

により認定を受けようとする者は、管理者資

格認定申請書（様式第１１号）に次項第１号

に規定する者であることを証する書面を添

付して、市長に提出しなければならない。 

２ 条例第２８条第２項第４号の規則で定め

る認定は、次の各号のいずれにも該当する者

について行うものとする。 

(１) 営業所における広告物の表示又は掲出

物件の設置業務の責任者として、通算５年

以上の実務経験を有する者 

(２) 過去５年間に広告物に関する法令に違

反の事実がない者 



３ 市長は、条例第２８条第２項第４号の規定

による認定をしたときは、当該認定を受けた

者に対し、管理者資格認定書（様式第１２号）

を交付する。 

３ 市長は、条例第２８条第２項第４号の規定

による認定をしたときは、当該認定を受けた

者に対し、管理者資格認定書（様式第１２号）

を交付する。 

３ 市長は、条例第２８条第２項第４号の規定

による認定をしたときは、当該認定を受けた

者に対し、管理者資格認定書（様式第１２号）

を交付する。 

（管理者等の届出） 

第２９条 この条例の規定による許可に係

る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置

する者は、前条第１項の規定により管理す

る者を置いたときは、遅滞なく、規則で定

めるところにより、その旨を市長に届け出

なければならない。 

（管理者等の届出） 

第２３条 条例第２９条第１項、第２項又は第

４項の規定により届出をしようとする者は、

屋外広告物管理者等設置（変更）届出書（様

式第１３号）に条例第２８条第２項各号のい

ずれかに該当する者であることを証する書

面を添付して、市長に提出しなければならな

い。ただし、当該者が、同項第３号に規定す

る者であるときは、それを証する書面の添付

は、これを省略することができる。 

（管理者等の届出） 

第２３条 条例第２９条第１項、第２項又は第

４項の規定により届出をしようとする者は、

屋外広告物管理者等設置（変更）届出書（様

式第１３号）に条例第２８条第２項各号のい

ずれかに該当する者であることを証する書

面を添付して、市長に提出しなければならな

い。ただし、当該者が、同項第３号に規定す

る者であるときは、それを証する書面の添付

は、これを省略することができる。 

（管理者等の届出） 

第２３条 条例第２９条第１項、第２項又は第

４項の規定により届出をしようとする者は、

屋外広告物管理者等設置（変更）届出書（様

式第１３号）に条例第２８条第２項各号のい

ずれかに該当する者であることを証する書

面を添付して、市長に提出しなければならな

い。ただし、当該者が、同項第３号に規定す

る者であるときは、それを証する書面の添付

は、これを省略することができる。 

２ この条例の規定による許可に係る広告

物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設

置する者又はこれらを管理する者に変更

があったときは、新たにこれらの者となっ

た者は、遅滞なく、規則で定めるところに

より、その旨を市長に届け出なければなら

ない。 

※規則第２３条を参照のこと。 ※規則第２３条を参照のこと。 ※規則第２３条を参照のこと。 

３ この条例の規定による許可に係る広告

物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設

置する者又はこれらを管理する者は、これ

らが滅失したときは、遅滞なく、規則で定

めるところにより、その旨を市長に届け出

なければならない。 

第２４条 条例第２９条第３項の規定により

届出をしようとする者は、屋外広告物滅失届

出書（様式第１４号）に滅失後の表示又は設

置の場所の写真を添付して、市長に提出しな

ければならない。 

第２４条 条例第２９条第３項の規定により

届出をしようとする者は、屋外広告物滅失届

出書（様式第１４号）に滅失後の表示又は設

置の場所の写真を添付して、市長に提出しな

ければならない。 

第２４条 条例第２９条第３項の規定により

届出をしようとする者は、屋外広告物滅失届

出書（様式第１４号）に滅失後の表示又は設

置の場所の写真を添付して、市長に提出しな

ければならない。 

４ この条例の規定による許可に係る広告

物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設

置する者又はこれらを管理する者が、その

氏名若しくは名称又は住所を変更したと

きは、遅滞なく、規則で定めるところによ

り、その旨を市長に届け出なければならな

い。 

※規則第２３条を参照のこと。 ※規則第２３条を参照のこと。 ※規則第２３条を参照のこと。 

 （公告） 

第３０条 市長は、第４条から第７条まで若

しくは第１０条の規定による指定をし、若

しくはこれらを変更したとき、又は第８条

の規定による認定をしたときは、その旨を

公告するものとする。 

   



   第４章 雑則 

（手数料） 

第３１条 この条例の規定による許可（許可

の更新を含む。以下この条において同じ。）

を受けようとする者は、別に条例で定める

ところにより、手数料を納付しなければな

らない。ただし、政治資金規正法（昭和２

３年法律第１９４号）第６条の届出を経た

政治団体がはり紙、はり札又は立看板を表

示するための許可を受けようとするとき

は、この限りではない。 

   

 （日光市景観協議会の意見の聴取） 

第３２条 市長は、次に掲げる場合において

は、日光市景観条例第４６条により規定さ

れた日光市景観協議会（以下「協議会」と

いう。）の意見を聴かなければならない。 

   

(１) 第４条から第７条までの規定によ

る指定をし、第８条の規定による認定を

し、又は、これらを変更しようとすると

き。 

   

(２) 第９条第１項第２号、第２項第１号

から第３号まで若しくは第６号、第３項

第１号若しくは第７項若しくは第１４

条第１項の規定により基準を定め、又は

これらを変更しようとするとき。 

   

(３) 第１４条第２項の規定により許可

しようとするとき。 

   

 （委任） 

第３３条 この条例の定めるもののほか、こ

の条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

   

 （その他） 

第２５条 この規則に定めるもののほか必要

な事項は、別に定める。 

（その他） 

第２５条 この規則に定めるもののほか必要

な事項は、別に定める。 

（その他） 

第２５条 この規則に定めるもののほか必要

な事項は、別に定める。 

   第５章 罰則 

 （罰則） 

第３４条 第１８条第１項の規定による市

長の命令に従わなかった者は、５０万円以

下の罰金に処する。 

   



第３５条 次の各号のいずれかに該当する

者は、３０万円以下の罰金に処する。 

   

(１) 第４条から第６条まで及び第７条

第６項の規定に違反して広告物又は掲

出物件を表示し、又は設置した者 

   

(２) 第１３条第１項の規定に違反して

広告物又は掲出物件を変更し、又は改造

した者 

   

(３) 第１７条第１項の規定に違反して

広告物又は掲出物件を除去しなかった

者 

   

第３６条 第２６条第１項の規定による報

告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚

偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同

項の規定による検査を拒み、妨げ、若しく

は忌避した者は、２０万円以下の罰金に処

する。 

   

 （両罰規定） 

第３７条 法人の代表者又は法人若しくは

人の代理人、使用人その他の従業員が、そ

の法人又は人の業務に関して第３４条か

ら前条までの違反行為をしたときは、行為

者を罰するほか、その法人又は人に対し

て、各本条の罰金刑を科する。 

   

 （適用上の注意） 

第３８条 この条例の適用にあたっては、国

民の政治活動の自由その他国民の基本的

人権を不当に侵害しないように留意しな

ければならない。 

   

 


